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1 第 1 章 はじめに 

第１章 はじめに 

１ 本厚木駅周辺を取り巻く状況 

本厚木駅周辺は、昭和30年に始まった本厚木駅前土地区画整理事業を皮切り

に、連続立体交差化事業や市街地再開発事業等を経て、神奈川県県央都市圏域

の広域拠点として現在の都市基盤が形成されています。 

平成16年には、本厚木駅や厚木一番街を中心とした約20haを対象に、内閣府

から都市再生緊急整備地域1の指定を受けました。平成24年には、「中心市街地

の全体構想」を策定し、本厚木駅周辺のまちづくりのテーマとして「歩いて楽

しいまち」を掲げ、アミューあつぎの整備や本厚木駅南口地区市街地再開発事

業などのハード事業と併せて、ChiKaフェス等の多彩なイベント開催や空店舗

対策などのソフト事業にも取り組んできました。 

「中心市街地の全体構想」の策定から約10年が経過する中で、本厚木駅周辺

を取り巻く状況は、次のように変化してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 都市再生特別措置法に基づき、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重

点的に市街地の整備を推進すべき地域。令和３年９月１日時点で 51 地域（約 9,305ha）が指

定。 



 
2 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(１)まちづくりの動向 

 

 

 

 

 

本厚木駅東口周辺では複合施設（図書館、（仮称）未来館、市庁舎等）の整

備や厚木バスセンターの再整備、北口周辺では民間ビル更新と一体的な駅前広

場の再整備、更には厚木中央公園の再整備などの検討が本格化しています。 

 

 

 

官民一体で歩行者や自動車等の動線を見直し、本厚木駅周辺のにぎわい

や魅力向上の連鎖を生み出す「歩きやすい・歩きたくなるネットワー

ク」を形成する好機を迎えています。 
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 (２)ウォーカブル 2なまちづくりの推進 

 

 

 

 

我が国では、人口減少や少子高齢社会の到来により、将来的な経済成長の停

滞が懸念されていることから、技術革新や働き方の多様化に取り組み、生産性

の向上や持続可能な地域経済の活性化を図ることが求められています。 

これを受け、国土交通省では、令和２年９月に「居心地が良く歩きたくな

る」まちなみの創出に向けて、民地や公共空間等の利活用を可能にするための

制度（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律等）を整え、この考え方に

賛同する「ウォーカブル推進都市3」を募集しています。また、令和３年６月に

は、全国各地の取組からグランドレベルでウォーカブルな空間を形成するため

のポイントを整理し、「居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザイン」

を策定しています。 

 

 
出典 〔左図〕：都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会 中間とりまとめ(R1 国土交通省) 

〔右図〕：居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザイン（R3国土交通省） 

                                                      
2 まちなかを車中心からひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広

げられる場へと改変する取組 
3 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国や他の地方公共団体とともにウ

ォーカブルなまちづくりを推進する都市。令和４年３月 31 日時点で 324 団体が参加。厚木市

は令和２年 10 月参加。 

全国各地で、官民一体による歩行者空間の創出やまちづくりの担い手が

求められており、まちなかのにぎわいや魅力向上につながる空間の利活

用を図る取組が活発化しています。 



 
4 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(３)ライフスタイルの多様化 

 

 

 

 

ア デジタル化の進展 

内閣府の都市再生有識者懇談会が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症

の拡大を契機とした今後の都市再生のあり方（令和３年６月）」によると、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大でデジタル化が加速し、人々の働き方や住

まい方等の変化が次のとおり指摘されています。 

 

主な指摘 

  生活の質（QOL）の向上を求め、多様な「働き方」が広がる兆し 

  東京圏を中心に在宅勤務が増加し、広く、働きやすい環境を求め、 東京圏

郊外への移住ニーズが高まるなど、働く場所の選択肢の拡大 

  オフィスのハイブリッド戦略4を採用する企業の増加 

  商業・遊興施設における EC（インターネットを介した商取引）化や手続・

イベントのオンライン化の加速、対面サービスの縮小 

  実証実験等を通じたテクノロジーの進展やサービスの多様化による、道路

や駐車場、交通結節点などの都市構造の変化 

 

 

 

 

                                                      
4 オフィスはコミュニケーションで価値を創造する場、自宅等は作業や考える場とする戦略 

まちなかでの活動は、“モノ”消費から“コト”消費や“トキ”消費へ

移行しており、ライフスタイルの変化に対応した官民連携による「都市

の特性」に応じた柔軟性のあるまちづくりが求められています。 
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イ 消費行動 

EC 市場は拡大の一途をたどっており、平成 31/令和元年の市場規模（企業と

消費者間取引）は 19.3 兆円に到達しています。この内、約 52％を物販系（食

料・衣類・雑貨等）、約 37％をサービス系（旅行、金融等）、約 11％をデジ

タル系（音楽・動画・ゲーム等）が占めています。 

 

出典：電子商取引に関する市場調査（R2経済産業省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

厚木地区5における小売業6の動向を見ると、来訪者数7は横ばいで推移してい

ますが、来訪者１人当たりの年間消費額8は平成 14 年から減少に転じ、平成 28

年には平成３年の半分程度となっています。売場面積は平成 14 年まで増加傾

向にありましたが、同年に消費額が減少に転じたことで平成 19 年以降は減少

しています。 

 
出典：統計あつぎ 

 

厚木地区における産業小分類別商店数を見ると、いずれの業種も減少傾向に

あります。日常生活に欠かせない食料品の商店数については、平成 28 年には

平成３年の半分程度となっています。 

 
出典：統計あつぎ 

                                                      
5 松枝、元町、東町、寿町、水引、厚木町、中町、栄町、田村町、幸町、泉町、厚木、旭町、

吾妻町、南町 
6 一般消費者向けの商品を販売する業務を行う事業所 
7 本厚木駅の乗降客数を本厚木駅周辺への来訪者数とみなした。 
8 年間商品販売額÷年間来訪者数 
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ウ オープンスペースの価値向上 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、自宅近くで過ごす時間が増え、身

近な緑やオープンスペースの重要性が再認識されました。こうした空間でのテ

レワークやフィットネス、オープンカフェなど多様な利用が広がっており、災

害時の活用にも期待が高まっています。 

 

出典：新型コロナ危機を踏まえたまちづくりの方向性（R2国土交通省） 

 

厚木市民意識調査において、市民の皆様を対象に、「本厚木駅周辺で仕事・

学校帰りや休みの日にしたいこと」をアンケート調査した結果、「買い物を楽

しむ」や「おいしい料理を楽しむ」などの消費行動に関する活動を望む声に次

いで、「知人・友人とおしゃべりをする」や「ゆっくり自分だけの時間を過ご

す」、「公園などで緑を眺めリラックスする」など滞在・交流に関する活動を

望む声が多い状況となっています。 

滞在・交流に関する活動へのニーズを世代別に見ると、「知人・友人とおし

ゃべりをする」や「ゆっくり自分だけの時間を過ごす」は若い世代、「公園な

どで緑を眺めリラックスする」は高齢の世代が多く望んでいる傾向にありま

す。 

 

 

 



 
8 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

 

 

出典：厚木市民意識調査（R3） 
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２ 目的 

こうした本厚木駅周辺を取り巻く状況を踏まえ、官民一体で、本厚木駅周辺

をより居心地が良く、歩いて楽しいまちへと転換し、本市の中心地としてのに

ぎわいや魅力、更にはエリア価値の向上を図るため、本計画を策定します。 

なお、都市計画マスタープラン等では、本市の将来都市構造として、コンパ

クト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実9を図り、令和 22 年を目

標年次に、本厚木駅周辺において、「居心地が良く、歩きたくなるまちなか

10」の実現を目指しています。本計画は、都市計画マスタープランにおける本

厚木駅周辺のまちづくりの方針を補完するものとなります。 

 

 

 

 

 

３ 目標年次 

上位計画である都市計画マスタープラン、交通マスタープラン等の取組と整

合性を図りながら、本厚木駅周辺のまちづくりを推進するため、本計画の目標

年次は、これらと同様に令和 22 年とします。 

 まちづくりには、柔軟性と即応性が重要であるため、社会情勢の変化や重点

プログラムの進捗状況、上位計画の改定などにより本計画に影響が生じる場合

は、本計画の見直しを行うものとします。 

                                                      
9 居住と生活サービス施設をバス路線沿線に緩やかに誘導し、居住と生活サービス施設の距離

を短縮することにより、市民の生活利便性を高め、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続

け、働き続けることができる都市を目指すもの（コンパクト・プラス・ネットワーク推進計

画 P31 から引用） 

10 本厚木駅周辺の中心市街地では、市民や事業者等との協働によって道路や公園などの公共空

間の新たな有効活用が進みます。そして、店先でのオープンカフェやゆっくり憩える公園が

整備されるなど、居心地が良く、歩きたくなる中心市街地として新たなにぎわいを見せてい

ます。（都市計画マスタープラン P37 から引用） 



 
10 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

４ 計画区域 

 本計画の対象区域は、まちづくりの検討が本格化している本厚木駅や厚木バ

スセンター、厚木中央公園などを含む次の約 40ha とします。 

 

 



 
11 第 1 章 はじめに 

COLUMN 車中心から歩行者中心へ 

世界の多くの都市では、まちなかを車中心から歩行者中心の空間へと転換

し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げることができる場へと転換する

取組が進められています。日本国内でも官民が連携して、居心地が良く、歩き

たくなるまちなかの形成を推進する都市が増加しています。 

兵庫県姫路市（平成 18～27 年） 

環状道路や駐輪場の整備を進め、商業・業務の中心的役割を担う JR 姫路駅

と姫路城を結ぶ大手前通り（幅員 50m）を６車線から２車線に削減し、トラン

ジットモール11化しています。 

 
引用：ストリートデザインガイドライン ver2（R3 国土交通省） 

広島県福山市（平成 23～28 年） 

商店街が中心となり JR 福山駅近くの通り（幅員８m）にある老朽化したアー

ケードの屋根を撤去し、既存の柱をいかしてステンレスワイヤーを架け渡し、

公園的なみちへ生まれ変わりました。四季を感じられるまち並みを将来に渡っ

て守るため、商店街が植栽の維持管理を行っています。 

 
引用：土木学会デザイン賞 HP「福山市本通・船町商店街アーケード改修プロジェクト」 

                                                      
11 都心部の商業地等において、歩行者の安全性の向上や買い物がしやすい空間を確保するた

め、自動車の通行を排除し、歩行者と公共交通が優先して通行できる空間 



 
12 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 
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第２章 まちのポテンシャル 

１ 土地利用 

(１)まちづくりの変遷 

時代とともに、人や物が行き交う拠点は、相模川周辺から本厚木駅周辺へ

と転換してきています。 

幕末～大正 人・物が行き交う「小江戸」として発展 

 

〔主な出来事〕 

・愛甲郡役所設置(明治 11 年) 

・相模橋の開通で、渡船場(厚木の渡し)廃止(明治 41 年) 

・繭糸取引所設立(大正 11 年) 

昭和初期～中期 小田急小田原線開通による基盤整備の始まり 

 

〔主な出来事〕 

・相模厚木駅設置(昭和２年) 

・第１回鮎まつり(昭和 22 年) 

・町村合併で厚木市誕生(昭和 30 年) 

・相模大橋開通(昭和 30 年) 

・本厚木駅駅前土地区画整理事業(昭和 30～35 年) 

昭和中期～平成初期 現在の都市基盤形成 

 

〔主な出来事〕 

・都市計画の線引き(昭和 45 年) 

・本厚木駅南部土地区画整理事業(昭和 40～56 年) 

・本厚木駅高架事業(昭和 52 年) 

・市街地再開発事業(昭和 56 年～) 

・厚木中央公園全面オープン(平成９年) 

平成中期～現在 歩いて楽しいまちづくり 

 

〔主な出来事〕 

・都市再生緊急整備地域指定(平成 16 年) 

・無電柱化推進(平成 18 年～) 

・アミューあつぎオープン(平成 26 年) 

・本厚木駅南口地区市街地再開発事業(令和３年) 

・商店街や小田急電鉄等がジャズナイト、ハロウィーン

等のイベント開催 

※本資料内の地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」（(C)谷 謙二）により作成したものです。 



 
14 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(２)地形 

北西に丹沢山地、東に相模川が位置し、本厚木駅を中心とした扇状の地形

が広がっています。 

 

 

 
出典：都市計画マスタープラン（R3） 
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(３)土地利用 

本厚木駅や複合施設整備予定地、現本庁舎敷地の周辺を中心に、大規模商

業施設や駅前広場、都市公園などの都市機能が集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(４)都市再生緊急整備地域 13内の土地利用  

  都市再生緊急整備地域内では、戸建住宅や商業目的の土地利用が減少傾

向にあり、商業機能一体型を含む集合住宅の土地利用が増加傾向にある

ことから、まちなか居住が進展しています。 

  駐車場などの空地は減少傾向にありますが、中町二丁目を中心に比較的

規模の大きい平面駐車場があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画基礎調査から作成 

 

                                                      
13 P1 注釈 1参照 

自然的土地利用 0.07% 0.00% 0.00%

住宅用地 4.26% 3.01% 2.74% ▼
集合住宅用地 0.79% 1.69% 2.24% △
店舗併用住宅用地 1.99% 2.08% 1.94%

店舗併用集合住宅用地 1.37% 1.94% 4.27% △
業務用地 3.81% 3.86% 4.42% △
商業用地 3.26% 3.24% 3.22% ▼
宿泊娯楽用地 4.65% 4.44% 4.51% ▼
商業系用途複合施設用地 25.54% 25.66% 24.45% ▼
公共用地 0.00% 0.02% 0.02%

広場・運動場等用地 0.74% 0.74% 0.74%

空地（駐車場除く） 0.53% 0.64% 0.39% ▼
空地（駐車場） 7.97% 7.79% 6.56% ▼
道路 25.85% 25.97% 25.57%

鉄道用地 4.76% 4.76% 4.76%

その他 14.42% 14.15% 14.17%

100.00% 100.00% 100.00%計

都市的土地利用

H17(2005)年 H22(2010)年 H27(2015)年分類
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(５)緑・水・休憩施設 

  土地区画整理事業等で整備された 1,000 ㎡以上の緑豊かな都市公園が複

数あります。 

  大通りを中心に街路樹が植栽されていますが、配植間隔が広く樹冠幅も

小さいため、歩行を助ける日陰ができにくくなっています。一部の街路

樹には、夕方にムクドリが集まり、騒音やフンで歩行者が歩きにくくな

っています。 

  路線バスのバス停にはベンチが設置されていますが、その他の歩道や民

地内のオープンスペースには歩行時に休憩できる施設（ベンチ等）が多

くありません。 

  中心市街地の東側には自然豊かな相模川が流れていますが、中心市街地

と相模川を結ぶ分かりやすい歩行者動線がありません。 
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(参考)都市サインの整備状況 

 

●拠点サイン 〇案内サイン①  案内サイン② 

 
 

 

 

▲矢羽根型誘導サイン △通り名サイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

市都市計画課資料から作成 
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２ 交通 

(１)主要な交通動線 

  本厚木駅と厚木バスセンターの２つの交通結節点を中心に、人や車の

流れが生まれています。 

  自動車は国道や県道に、路線バスと歩行者は駅や交通結節点周辺に集

中しています。 

  駐輪場が駅から比較的離れた場所に多くあるため、駅前への自転車の

流入は少なくなっています。 

 

 

交通量調査及び現地調査から作成 
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(参考)歩行者や自転車の交通量分布 

 

 
交通量調査から作成 
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(２)交通規制 

  本厚木駅北口駅前の道路では、通勤通学時間帯における歩行者や路線

バスの安全かつ快適な移動を可能にするため、午前７～９時と午後５

～７時に一般車の進入を制限し、トランジットモール14に近い運用が行

われています。 

  歩行者の安全を確保するため、歩道のない道路の多くで一方通行規制

が行われており、一部の道路は自転車も規制の対象となっています。 

 

 

 

 

                                                      
14 P11 参照 



 
22 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(３)歩道・自転車道 

  大通りには、幅員３～４ｍの歩道が整備されていますが、歩行者が集

中する駅前、電柱等が道路内にある場所では歩行者空間が不足してい

ます。 

  滑りやすいタイルや凹凸のある路面等で歩きにくい場所があります。 

  インフラ（ガスや水道など）の埋設工事や緊急的な補修等で道路景観

に統一感がない場所があります。 

  道路幅員が限られているため、自転車専用通行帯15は本厚木駅南口側の

一部区間のみに整備されており、自動車交通量の多い道路では、交通

事故の発生リスクが高くなっています。 

 

 

                                                      
15 車道内に設けられた自転車が専用で通行する部分（原則、幅員 1.5m 以上） 

※ 
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移動円滑化基本構想(H15)、第８次道路整備三箇年計画(H30)等から作成 

※特定経路とは、移動円滑化基本構想(平成 15(2003)年)に定められている高齢者、身体障がい

者等を含む市民利用の多い施設までを結ぶ経路及び経路間を結ぶ経路です。 

※幅員は概ねの値であり、照明や樹木の大きさや形はイメージです。 
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(４)公共交通 

  本厚木駅北口側の駅前広場には路線バスやタクシーの乗降場が、厚木

バスセンターには路線バスの乗降場が設置されています。本厚木駅周

辺を走行する路線バスの多くが北口側を起終点としており、依知や荻

野、小鮎、森の里地区などへの移動手段となっています。 

  本厚木駅南口側の駅前広場は、組合施行による本厚木駅南口地区市街

地再開発事業により令和３年３月にリニューアルが完了し、路線バス

やタクシー、一般車の乗降場（障がい者用停車施設を含む。）が設置

されています。路線バスは、相川地区や平塚駅方面への移動手段とな

っています。 
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(参考)本厚木駅周辺における公共交通の現状と課題 

現 状 

 
路線バス 高速バス タクシー 

配
置 

①北口駅前広場 

②厚木バスセンター 

③南口駅前広場 

本厚木駅３番乗り場 
（小田急ミロード２西側） 

①北口駅前広場 

②南口駅前広場 

事
業
者 

神奈川中央交通 

神奈川中央交通 

京浜急行バス 

京成バス 

東武バスウエスト 

⻄⽇本 JR バス 

富士急湘南バス 

奈良交通 

神奈中タクシー 

東横交通 

厚木相中 

個人タクシー 

運
行
台
数 

①約 1,500 台/日(H28) 

②約 1,700 台/日(H28) 

③約 400 台/日(H28) 

約 50 台/日(R2) 
①約 600 台/12h(H23) 

②約 200 台/12h(R3) 

乗
降
客
数 

①約 22,000 人/日(H28) 

②約 16,000 人/日(H28) 

③約 7,600 人/日(H28) 

約 400 人/12h(H30) 
①約 900 人/12h(H30) 

②約 350 人/12h16 

バ
ー
ス
数 

①乗車４、降車１、待機０ 

②乗車７、降車１、待機０ 

③乗車３、降車１、待機０ 

乗降待機兼用１ 
①乗車１、降車 0、待機 23 

②乗車２、降車１、待機９ 

交通マスタープラン(R3)等から作成 

 

 

 

 

 

                                                      
16 北口駅前広場におけるタクシーの利用状況から推計（900 人÷600 台×200 台） 
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課 題 

①乗り場の分散【対象：路線バス】 

  下表の「緑字」の路線バス系統は、時間帯によって起点が変わる変則的

な運用がされています。 

  下表の「青字」の路線バス系統は、北口駅前広場又は厚木バスセンター

からしか乗車できません。 

(参考)バス乗り場別の主な行先 

北口駅前広場  厚木バスセンタ－ 

１番 

荻野（半原、まつかげ台、松蓮寺

等）、依知（猿ヶ島、原当麻）、森

の里方面 

 

1-1 番 

荻野（半原、まつかげ台、鳶尾団地

等）、相川（アクスト）方面 

２番 
緑ヶ丘、小鮎（工芸大等）、森の里

方面 

 
1-2 番 

荻野（松蓮寺、神奈川工科大等）、依

知（郷土博物館）方面 

３番 
羽田空港、成田空港、主要都市方面

【高速バス】 

 
７番 小鮎（工芸大）、緑ヶ丘（王子）方面 

４番 依知方面（春日台団地）  ８番 緑ヶ丘方面 

５番 
小鮎（宮の里、上飯山、宮ヶ瀬

等）、南毛利方面 

 
９番 玉川、森の里方面 

   10 番 依知（春日台、長坂、猿ヶ島等）方面 

   11 番 小鮎（上古沢等）、南毛利方面 

※バス停の位置は、P24 参照 

②乗降場の不足【対象：路線バス】 

③待機場所の不足【対象：路線バス】 

④乗継利便性の低さ【対象：高速バス】 

  本厚木駅や駅前広場、厚木バスセンターから離れており、異なる交通手

段の乗継利便性が低くなっています。 

⑤利用者と歩行者等との錯そう【対象：路線バス及び高速バス】 
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(５)駐車場 

  駐車場整備地区に指定されており、建築物を新築等する際には自動車

駐車場の設置が義務付けられています。そのため、敷地や建物ごとに

自動車駐車場があり、歩行者との錯そうが発生しています。 

  駅近くに時間貸、その外縁部に月極駐車場が多く立地しています。 

  500 台以上駐車可能な自動車駐車場が２箇所あります。 

  自転車やバイクの駐輪場は、小田急小田原線の高架下を始め、本厚木

駅周辺に分散して設置されています。 

  歩行者の安全確保のため、自転車放置禁止区域が指定されています。 

 

 

中心市街地交通環境・駐車場等調査業務委託報告書(H28)等から作成 
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(６)路上駐停車 

  平日は、朝と昼に、かえで通りや厚木一番街、厚木バスセンター周辺

でトラックやバス、タクシーの路上駐停車が多く発生しています。夕

方には、自家用車が増え、特に、あつぎ大通りの周辺で路上駐停車が

発生しています。（通り名については、P18 参照） 

平 日 

朝（７～９時） 昼（12～14 時） 

  

夕（17～19 時）  

 

 

中心市街地交通環境・駐車場等調査業務委託報告書(H28)等から作成 
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  休日は、大通りを外れた裏道で自家用車による路上駐停車が多く発生

しています。夕方にはあつぎ大通りの周辺やかえで通りで路上駐停車

が多く発生しています。全体としては、平日と比べると発生台数は少

ない状況にあります。（通り名については、P18 参照） 

休 日 

朝（７～９時） 昼（12～14 時） 

 

夕（17～19 時）  

 

 

中心市街地交通環境・駐車場等調査業務委託報告書(H28)等から作成 
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３ その他 

(１)防災 

  災害時の救助活動や物資輸送を円滑に行うため、国道や県道などが道路

施設の防災対策を優先的に進める緊急輸送道路に指定されています。 

  災害時に電柱が倒壊し、避難や救助活動の支障とならないように、駅前

や厚木一番街を中心に無電柱化が行われています。 

  厚木なかちょう大通り沿いでは、災害時の帰宅困難者を一時的に受け入

れる一時滞在施設17が集中的に指定されています。（通り名については、

P18 参照） 

  厚木中央公園や学校などは、災害時に住民が避難できる指定緊急避難場

所18や指定避難所19に指定されています。 

 

 
地域防災計画(H31)、本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画(H29)等から作成 

                                                      
17 災害による帰宅困難者を一時的に滞在させる場所 
18 災害の危険から逃れるため緊急的に避難する場所 
19 災害の危険があり避難した者や災害により住居に戻れなくなった者を滞在させる場所 
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(２)利活用 

  定期的に大規模なイベントが開催されています。特に、厚木中央公園が

頻繁に活用されています。 

  あつぎ鮎まつりでは、厚木なかちょう大通りを中心に車両の通行を規制

し、まちなかの空間を全面的に活用しています。 

 

 
実施場所 大規模イベントの開催状況 

まち全体 あつぎ鮎まつり（８月）／あつぎ国際大道芸 

厚木中央公園 かながわグルメフェスタ（４月）／緑のまつり（５月）／肉ホルモンフェス（８月

or９月）／総合防災訓練（９月）／あつぎ環境フェア（９月）／あつぎハロウィー

ン（９月）／市民ふれあいマーケット（10月・３月）／あつぎミュージックフェス

ティバル（11月）／農業まつり（11月） 

厚木公園 あつぎジャズナイト（８月）／心と街のクリーン作戦（９月） 

相模川 六市町村合同クリーンキャンペーン（５月）／相模川ローズガーデン

フェスティバル（５月） 

北口駅前広場 あつぎウィンターイルミネーション（11 月） 

地下道 CHiKa フェス（11 月） 

厚木神社 厚木神社例大祭（７月） 



 
32 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

(３)人 

  令和２年度における本厚木駅の一日平均乗降客数は、約 9.8 万人で、小

田急線内の駅では７番目に、小田急線内の乗換のない駅では最も乗降客

が多い駅となっています。 

  昼夜間人口比率20は、県内の政令市や同等規模の都市と比較しても高い値

を示しており、駅周辺の歩行者は平日の方が多いことから、駅周辺には

通勤通学や業務目的の来訪者が多いと考えられます。 

  依然として客引き行為が発生しており、歩行者に不快感を与えたり、体

感治安への影響が懸念されています。 

 
国勢調査から作成 

 
交通量調査(市商業にぎわい課)から作成 

                                                      
20 夜間人口に対する昼間人口の比率 

昼夜間人口比率(H27) 
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４ 本厚木駅周辺の強みと弱み 

 まちのポテンシャルを踏まえた本厚木駅周辺におけるまちの強みと弱みは、

次のとおりです。 

 まちの強み まちの弱み 

土
地
利
用 

①先人が積み上げた都市基盤 

・土地区画整理事業等による大小様々

な都市公園が複数ある。 

・複数のエリアで都市構造や都市基盤

の更新に向けた検討が本格化 

・豊かな自然環境を有する相模川に近

い。 

①魅力的なスポットの不足 

・駅周辺に市外や県外から訪れたくな

る観光名所や施設などが少ない。 

交
通 

②時代に先立つ歩行者中心のまちづ

くり 

・昭和 42 年頃から朝夕ピーク時にお

ける北口駅前周辺の一般車進入規制

【県内唯一】 

・昭和 47 年頃から厚木一番街を歩行

者専用化（7～22 時） 

・歩道のない道路は一方通行が多く歩

行者が安全確認しやすい。 

②橋周辺への通過交通の集中 

・本厚木駅は東京都心部や相模川以西

を結ぶ中心に位置し、自動車の往来

には相模大橋やあゆみ橋の利用が避

けられない。 

③市民の移動を支える２つの交通結

節点 

・鉄道と路線バスの乗換拠点となる本

厚木駅（南北駅前広場を含む。）と厚

木バスセンターがある。 

・市内全域を結ぶ路線バスネットワー

クがある。（徒歩圏人口カバー率

85%） 

③歩きやすさや快適性の低い歩行環

境 

・街路樹による日影やベンチ等が少な

い。 

・一部の道路に自動車や自転車、歩行

者が集中、混在 

・歩道のない道路で路上駐停車が発生 

そ
の
他 

④非日常のにぎわい 

・厚木中央公園を中心に、定期的に大

規模なイベント開催（官民問わず） 

④日常のにぎわい不足 

・日常的に来訪者がまちなかや沿道店

舗に立ち寄りたくなる仕掛けが不足 

⑤昼夜間人口比率の高さ 

・通勤通学や業務を目的とした来訪者

が多い。 

⑤休日歩行者の少なさ 

・平日と比べて、休日に本厚木駅周辺

を訪れる人が少ない。 

 

 
車中心から歩行者中心のまちへ

転換する資源や機運の蓄積 

歩きたくなる 

環境の不足 
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 35 第 ３ 章 目指すまちの姿 

第３章 目指すまちの姿 

１ 目指すまちの姿 

目指すまちの姿の考え方 

まちに人を引き寄せるには、施設単位ではなく、官民一体でエリアごとの特

徴を活かして、歩きたくなる環境を充実させていくことが必要です。また、歩

きやすく、歩きたくなるような歩行者目線の空間で、各エリアをつなぎ、相乗

効果によってまち全体のにぎわいや価値を高めることが必要です。 

 

 

 官民一体で歩行者や自動車等の動線を見直し、本厚木駅周辺の

にぎわいや魅力向上の連鎖を生み出す『歩きやすい・歩きたく

なるネットワーク』を形成する好機を迎えています。 

 全国各地で官民一体による歩行者空間の創出やまちづくりの担

い手が求められており、まちなかのにぎわいや魅力向上につな

がる空間の利活用を図る取組が活発化しています。 

 まちなかでの活動は、“モノ”消費から“コト”消費や“ト

キ”消費へ移行しており、ライフスタイルの変化に対応した官

民連携による「都市の特性」に応じた柔軟性のあるまちづくり

が求められています。 

 

 これまでの都市基盤整備によって、まちなかには２つの交通結

節点や大小様々な都市公園があり、駅周辺では一般車の進入規

制にも取り組むなど、車中心から歩行者中心のまちへ転換する

資源や機運が蓄積されています。 

 一方で、駅周辺に市外や県外から訪れたくなるような魅力的な

スポットが少なく、さらに、まちなかは歩きやすさや快適性に

乏しいなど、歩きたくなる環境が不足しています。 

第１章 本厚木駅周辺を取り巻く状況 

第２章 まちのポテンシャル 
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 以上から、目標年次である令和 22 年に、目指すまちの姿を次のとおり定め

ます。 

 

 

 

 

 

様々な交通手段の結節点となる本厚木駅と厚木バスセンターは、まちなかを

歩くきっかけとなる重要な拠点です。それらと厚木一番街を始めとする商業施

設や公共空間を結ぶ歩行者動線の充実、更には通勤や通学、移動の途中などに

もつい立ち寄りたくなる仕掛けなどによって、乗換動線だけでない豊かな日常

の光景が点在する 歩いて楽しいまちを目指します。 

目指すまちの姿のイメージ 

 

２つの結節点から拡がり、 
豊かな日常の光景が点在する 歩いて楽しいまち 
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 この目指すまちの姿を実現するためには、次のようなまちづくりの展開が必

要です。 

 

 

魅力的なスポットの拡大 

⺠間のアイデアと⾏動⼒を活かした公
共空間の利活用や施設の充実により、
魅⼒的な場所が増え、まち歩きの範囲
が広がり始めます。 

 

都市基盤のリニューアル 

結節点周辺のリニューアルにより、駅
周辺が歩⾏者目線の都市空間に生まれ
変わります。 

 

 

魅⼒的な店舗 
や施設の増加 

限られた場所に 
歩⾏者が集中 

リニューアルで、 

歩⾏者目線の都市空間へ 

施設の老朽化や 

歩⾏者空間の不足 

 

点在するまちの資源がつながり、歩いて楽しいまちへ 

まち歩きの目的地となる大小様々なまちの資源（魅⼒や発見など）が歩⾏者目線で
つながることで、歩いて楽しいまちとなります。 

まちの資源がつながり 

歩いて楽しいまちへ 

点在するまちの資源 



 38 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

２ まちづくりの方針 

(１)重要な視点 

第１章「１ 本厚木駅周辺を取り巻く状況」に示したように、歩いて楽しい

まちの実現、都市の魅力や価値を持続的に高めていくには、まちづくりを担う

人（商業者、交通事業者、大学、住民、行政等）が計画の内容や意識を共有

し、民間と行政が一体となった継続的な取組が不可欠です。 

 次のように、市民と行政がまちづくりに取り組んでいくことで、魅力的なま

ち並みが形成され、駅周辺を訪れる人が増加し、新たな事業や雇用の創出、地

価の上昇など経済活動の活性化によるエリアの価値の向上が期待されます。 

民間と行政による取組イメージ 
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COLUMN 市民がまちをマネジメントする 

近年、ライフスタイルや価値観の多様化等に伴い住民等が自らの力で地域を

変えていこうとする機運が高まっています。また、我が国は人口減少社会を迎

え、既存ストックの有効活用などの地域をマネジメントする視点が求められて

います。こうした社会的背景から、地域の良好な環境や価値を維持・向上させ

るため、住民・事業者・地権者等が主体的に取り組むエリアマネジメントが注

目されており、小田急沿線においても活発な活動が行われています。 

新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム（平成 30 年～） 

川崎市にある新百合ヶ丘駅周辺では、地元地権

者企業、大手デベロッパー、大学など、様々なま

ちづくり活動を行っていた団体が連携して、共同

事業体を発足し、地域の活性化やブランド力向上

に関する活動を行っています。 
引用：小田急電鉄㈱提供資料 

(一社)藤沢駅周辺エリアマネジメント（令和元年～） 

藤沢市にある藤沢駅周辺では、地権者や事業者

がエリアマネジメント組織を設立し、藤沢市から

ペデストリアンデッキ内にある広場の指定管理業

務を受託しながら、地域の価値向上や活性化につ

ながる公共空間の活用等を行っています。 
引用：小田急電鉄㈱提供資料 

(一社)海老名扇町エリアマネジメント（平成 26 年～） 

海老名市にある海老名駅西口地区では、土地区画整理事業を契機に地域ルー

ルを定め、官民連携で将来にわたってまちの良好な環境や魅力を維持、向上さ

せる活動を行っています。 

引用：海老名扇町エリアマネジメント HP 
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(２)まちづくりの方針 

目指すまちの姿を実現するための、計画区域を対象とするまちづくりの方針

を持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)21とともに示します。 

方針１ 歩きやすい空間づくり 

人が集まる施設や空間をにぎわいを生み出

す歩行者中心の空間でつなぎ、災害時にも安

全に移動できる空間を形成します。 

 

 

方針２ まち歩きのきっかけづくり 

まちなかで思い思いの時間を過ごしたり、

SNS22などでも誰かに伝えたくなるような歩行

者目線での既存ストックの利活用やセーフコ

ミュニティ活動を推進し、駅周辺に訪れるき

っかけを増やします。 

 

 

                                                      
21 平成 27 年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で示さ

れた令和 12 年までの開発目標 

22 ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録された

利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービス 
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方針３ 自分ごとでまちを育む 

目指すまちの姿の実現に向けて、まちづくり

の担い手となり得る民間事業者や住民の皆様等

と行政が連携して、持続的にまちの魅力や価値

を高めます。 
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３ エリア別の目指すまちの姿 

本厚木駅周辺は、エリアによって、まち並みや人の流れなどが異なるため、

土地利用の特徴、交通手段ごとの主要動線、公共空間の整備状況に着目し、よ

り具体的な目指すまちの姿を定めます。 
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ヒトとコトの交流の場 （本厚木駅・厚木バスセンター周辺） 

Ａ．エリア設定の考え方 

土地利用 商業、文化、交通施設中心 

交通 歩行者、公共交通が多い 

公共空間 道路が広い 

Ｂ．目指すまちの姿 

 

 

 

 

Ｃ．活動のイメージ 

  本厚木駅や厚木バスセンターを利用する人が行き交い、買い物や飲食、公

共交通の利用を目的とする歩行者が多く集まります。 

  厚木らしさを感じられるような歩行者空間の利活用が行われ、日常的にも

人々の滞留や待合せ等の交流が垣間見えます。 

  本厚木駅周辺を訪れたくなる魅力的な「ひと中心」の充実した空間があ

り、周辺エリアとの自然なつながりを保ちながら、通勤・通学ついでの食

事や買い物等の活動を支えます。 

 

多様なヒトやコトが行き交う 
歩行者と公共交通中心の 
厚木市のシンボルとなる都市空間 
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歩きながらまちを楽しむにぎわいの場 （厚木一番街周辺） 

Ａ．エリア設定の考え方 

土地利用 商業施設中心 

交通 歩行者、自転車、自動車が多い 

公共空間 道路が狭い 

 

Ｂ．目指すまちの姿 

 

 

 

 

Ｃ．活動のイメージ 

  南北を貫く厚木一番街を中心に、商業施設が軒を連ね、車を気にせずゆっ

たり歩くことができます。 

  歩行者を大切にした、自転車の通行動線があり、駐輪場を安全に利用でき

ます。 

  ここにしかないお店やちょっと休める場所を巡り、ぶらぶらとまち歩きを

楽しむ活動を支えます。 

 

買い物や飲食、お喋り、ひと休みをしながら 
まち歩きを楽しむ多世代でにぎわう都市空間 
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みんなで使い・育む緑と暮らしの場 （厚木中央公園、あつぎ大通り周辺） 

Ａ．エリア設定の考え方 

土地利用 商業、業務施設中心 

交通 歩行者、公共交通、自動車が多い 

公共空間 道路が広い、公園が多い 

 

Ｂ．目指すまちの姿 

 

 

 

 

Ｃ．活動のイメージ 

  誰もが日常的に行きたくなる居心地が良くまちに開かれた公園が、本厚木

駅を訪れた人のまち歩きを誘発します。 

  公共空間は、沿道との連携や役割分担等により、まち歩きだけでなく自転

車や自動車の通行、バスの乗降等の多様な活動を支えます。 

 
 

 

 

まち歩きのニーズを高める魅力的な公園を核に、 
来街者や住⺠の多様な活動が共存する都市空間 
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４ まちと相模川との関係 

相模川は、本厚木駅周辺にいながらにして、自然を目で見て、肌で感じて楽

しむことができる貴重な存在であり、厚木市側の川沿いには三川合流点やロー

ズガーデン、散策路などが整備されています。こうした場所では、市内外の人

達によるバーベキューやランニング、鮎釣りなどの多様な活動ニーズが存在し

ています。 

そのため、誰もが気軽に、相模川へ訪れやすいアクセス動線を確保すること

で、本厚木駅周辺におけるまち歩きが誘発され、相模川の更なる利活用が図ら

れるとともに、本厚木駅周辺のにぎわい創出も期待されます。 

人が行き交う結節点（本厚木駅・厚木

バスセンター）を起点とする相模川への

アクセス動線を「かわまちの道」と位置

付け、歩行者の相模川へのアクセス性を

高めていきます。 
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５ 施策 

まちづくりの方針に基づき、計画区域において取り組む施策を定めます。 

方針１ 歩きやすい空間づくり 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 

官民の垣根を越えて、歩行者が溜まれる空間の整備や歩行者動線の連続性確

保などにより、歩行者空間の質を高めます。さらに、新たなモビリティツール

や活動ニーズ、災害にも柔軟に対応可能な空間を確保します。 

Ａ.歩行者空間（道路、公園、広場、民地内空地等）の整備 

Ｂ.歩行者空間における滞在空間の充実（座りたくなるベンチの設置、

緑化等） 

Ｃ.歩行者動線の連続性確保 

Ｄ.歩行者と滞留者の適切な分離 

Ｅ.無電柱化の推進 

Ｆ.メンテナンス性に優れた歩行者空間づくり 

Ｇ.バリアフリーの推進、ユニバーサルデザインの導入 

 

本計画における歩行者空間の考え方 

 

 

 

 

 

道路 
公園 

河川 

歩行者空間 
公共空間(官地) 

広場 

公開空地 壁面後退部分 
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施策１－２ 交通結節点の利便性向上 

持続可能な移動サービスの提供やゼロカーボン23化を見据えて、本厚木駅北

口側における路線バスや高速バス乗り場の配置や機能などを見直し、初めて公

共交通を利用する人でも分かりやすく使いやすい駅前広場やバスセンターを整

備します。 

Ａ.路線バス発車起点の集約化 

Ｂ.路線バスバースの増設 

Ｃ.分かりやすい路線バス乗り場の再編 

Ｄ.分かりやすい乗場案内 

Ｅ.鉄道、路線バス、高速バス間の乗換利便性の向上 

Ｆ.公共交通利用者の待合環境（上屋、整列誘導、路線バス発着情報の

リアルタイム案内等）の整備 

(参考)交通拠点の機能の概要 

 
出典：交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン(国土交通省) 

                                                      
23 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を抑えるとともに、排出された二酸化炭素を

回収することで実質的な排出量をゼロにすること。 
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施策１－３ 交通環境の最適化 

自動車駐車場の附置義務や交通規制の見直し等により、エリアや時間帯に応

じた自動車（路線バス、企業バス等を含む。）、自転車、歩行者それぞれの空

間利用、動線の最適化を図ります。 

Ａ.道路空間の再配分24 

Ｂ.自動車駐車場附置義務25の見直し 

Ｃ.駐車場出入口制限道路26の指定 

Ｄ.交通規制の見直し 

(参考)自動車駐車場附置義務の見直し例 

 
出典：「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり支援制度（法律・税制・予算等）の概要(国土交通省) 

                                                      
24 地域の特性に応じて、道路内における車道や歩道などの空間配分を変更すること。 

25 中心市街地等における駐車場不足を解消するため、特定の区域内で建築行為を行う者に、自

動車駐車場の設置を義務付ける制度。本厚木駅周辺では、駐車場整備地区(約 55ha)内で行わ

れる一定の建築行為が対象。 

26 滞在快適性等向上区域内（P51 参照）において、歩行者の安全性を確保し、地域のイベント

を円滑に実施するため、自動車駐車場の出入口設置を制限できる道路。この沿道に駐車場を

設置する者は、市町村への届出が義務化され、既存の駐車場設置者にも適正な配慮が求めら

れます。 



 50 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

方針２ まち歩きのきっかけづくり 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

公共空間の再整備や建物の改修、更新などと一体的に、グランドレベル27で

の歩行者が溜まれる空間の整備や商業施設の誘導などを図り、まち歩きをする

人たちが視覚的にも楽しめる魅力的なまち並みの形成を誘導します。 

Ａ.グランドレベルのオープン化28推進（歩行者の滞在空間や休憩施設

設置等） 

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

Ｃ.既存建物の改修や更新に合わせたまち並みの誘導(ガイドライン

の作成等) 

Ｄ.案内誘導サインの整備・更新 

Ｅ.地区計画29等によるグランドレベルへの商業施設等の誘導 

Ｆ.空き店舗への出店支援 

Ｇ.客引き行為等指導員によるパトロール 

Ｈ.まちの魅力等の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 街路、公園、広場、民間空地、沿道建物の低層部等、まちなかにおいて歩行者の目線に入る

範囲 

28 まち歩きをする人たちの多様な活動を受け止めることができるまちに開かれた状態 

29 一定のまとまりがある地区を対象に街区単位でその地区の実情に合ったきめ細かいまちづく

りのルールを定める都市計画法上の制度 
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施策２－２ 公共空間の利活用促進 

進都市再生整備計画等の制度を活用して、民間事業者や住民等が道路や公園な

どの公共空間を利活用しやすい環境づくりに取り組みます。 

Ａ.公共空間の再整備又は利活用インフラ（給水・給電設備等）の整備 

Ｂ.歩行者空間を利活用しやすい仕組みづくり（申請体制の構築、滞在

快適性等向上区域30・特例道路占用区域31・歩行者利便増進道路32の指

定、都市再生推進法人33制度の活用等） 

 
出典：｢賑わいのある道路空間｣のさらなる普及に向けて～歩行者利便増進道路制度の創設～(国土交通省) 

                                                      
30 歩行者の滞在や交流を促すため、官民一体で居心地が良く、魅力的な歩行者空間を創出する

区域です。都市再生整備計画(都市再生特別措置法)に定めることで、区域内では駐車場出入

口制限道路等の指定が可能となり、一定の要件を満たした事業(官民問わず)は補助金や税制

特例を受けることができます。 

31 道路管理者が指定する区域で、都市の再生に貢献し、歩行者等の利便性を向上する施設を対

象に、道路占用の基準が緩和されます。都市再生整備計画(都市再生特別措置法)への位置付

けが必要です。 

32 道路内に通行以外の滞留やにぎわいを目的とした空間（ベンチ、テーブル等）の整備が可能

となる道路。一定の区域内では、道路占用の基準が緩和されるため、利活用がしやすくなり

ます。これらは、道路管理者による指定が必要です。 

33 まちづくりの担い手として、都市開発事業の実施や都市再生に関する調査研究などを行う市

町村が指定する団体です。指定されることで、補助金や税制特例を受けることができます。 
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方針３ 自分ごとでまちを育む 

施策３－１ まちづくり参加への機運醸成 

官民の連携した取組を進めるため、目指すまちの姿やそれぞれの果たすべき

役割などを社会実験等により官民で共有し、自分ごととしてまちづくりへ参加

する機運を高めます。 

Ａ.まちづくりの担い手発掘のための社会実験等の実施 

Ｂ.いつでも誰でも目にできる方法でまちづくり活動等の情報発信 

 

施策３－２ 市民活動の活性化 

持続的にまちの魅力や価値を高めるには、創造力や実行力に加えて、日々変

化する社会状況に即応できるスピード感が重要です。それらを有する民間事業

者や住民等が行う市民活動の活性化を図ります。 

Ａ.既存のまちづくり活動を担う個人や団体の横連携促進 

Ｂ.目指すまちの姿の実現に向けたまちづくり活動を担う組織等（以

下「まちづくり団体」という。）の育成 

Ｃ.まちづくり団体へのアドバイザー派遣 

Ｄ.まちづくり団体による歩行者空間の利活用と維持管理 

Ｅ.まちづくり団体による PPP 事業の実施 
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第４章 重点プログラム 

１ 重点プログラム 

上位計画等を踏まえ、目指すまちの姿を実現するために、今後おおむね 10

年間で確実に実行するべき事業を重点プログラムに位置付けます。重点プログ

ラムは、特定の区域を対象とする個別プログラムと計画区域を対象とする共通

プログラムの２種類とします。また、第３章 P38 で示した「民間と行政による

取組イメージ」に基づき、主要な担い手が民間となるものは「水色」、行政と

なるものは「青色」で表します。 

 

※各区域の位置は概ねであり、今後の検討により変更が生じる可能性があります。 

都市再生緊急整備地域内に位置する重点プログラムを実施する際には、それ

ぞれの事業計画に応じて、都市再生特別措置法に基づく特例制度の積極的な活

用を促します。 

都市再生緊急整備地域内における主な特例制度 

都市再生特別地区 

(都市再生特別措置法第36条) 

都市計画上の地域地区。建物の容積率や道路内建築制限等を緩

和し、事業者の創意工夫をいかした自由度の高い事業を促進。 

認可等の迅速化 

(都市再生特別措置法第42条) 

一定の要件を満たす市街地開発事業の認可等については、申請

から３ヶ月以内に処理しなければならない。 
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第３章「５ 施策」で位置付けた施策と重点プログラムの関係は、次のとお

りです。 

重点 

プログラム 分類 
施策 

１－１ 

施策 

１－２ 

施策 

１－３ 

施策 

２－１ 

施策 

２－２ 

施策 

３－１ 

施策 

３－２ 

複合施設整

備事業 
個 〇   〇 〇 〇 〇 

(仮称)本厚

木駅北口地

区市街地再

開発事業 

個 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(仮称)交通

結節ゾーン

整備事業 

個 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(仮称)厚木

中央公園再

整備事業 

個 〇   〇 〇 〇 〇 

(仮称)市役

所本庁舎跡

地整備事業 

個 〇   〇 〇 〇 〇 

中町第２－

２地区周辺

アクセス整

備事業 

個 〇    〇   

中町北停車

場線 

街路整備事

業 

個 〇    〇   

無電柱化整

備事業 
個 〇       

(仮称)歩行

者空間利活

用推進事業 

共 〇  〇 〇 〇 〇 〇 

市街地商業

活性化事業 
共    〇  〇 〇 

景観形成推

進事業 
共    〇  〇 〇 

※実行する施策には「〇」を表示しています。 

※分類の「個」は「個別プログラム」、「共」は「共通プログラム」です。 
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複合施設整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

「複合施設等整備基本計画(R2)」に基づき、厚木バスセンターの東側に、図

書館、(仮称)未来館、市庁舎等からなる複合施設を整備します。 

 

基本理念 

— いきいきと生きる日々、すてきな時間を過ごすことができる 

 サードプレイス36を目指してー 「いい日々、いい時間。」 

基本方針 

  誰もが訪れやすく、一人一人に合わせたサービスを提供する施設 

  あらゆる世代の皆様にとっての居場所や気付きの場となる施設 

  複合化によるメリットをいかし、絶え間ない交流、活動が生まれる施設 

  将来変化に柔軟に対応し、長きにわたり利用することができる施設 

  中心市街地のシンボルとして誇りと愛着を感じることができる施設 
出典：複合施設等整備基本計画(R2) 

                                                      
36 サードプレイスとは、家「第１の場所」と職場・学校「第２の場所」との間にある「第３の

場所」。多くの市民の皆様が気軽に立ち寄り、充実した時間を過ごすことができる居場所を

創出します。 
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(２)具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ.歩行者空間の整備 

→→歩いて楽しい空間を実感することができる歩行者のための魅力的な

広場を整備します。 

 

Ｃ.歩行者動線の連続性確保 

Ｄ.歩行者と滞留者の適切な分離 

→地上と地下レベルで本厚木駅や厚木バスセンター方面と複合施設を歩

行者目線で緩やかに接続します。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 

 

 

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

→大山や相模川など本市の雄大な自然資源を体感できる眺望スペースを整

備します。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

  

  

Ｂ.歩行者空間を利活用しやすい仕組みづくり 

→まちの魅力や価値を持続的に高めるための歩行者空間の利活用と維持管

理の仕組みづくりに取り組みます。 

施策２－２ 公共空間の利活用促進 
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(仮称)本厚木駅北口地区市街地再開発事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉本厚木駅北口地区市街地再開発準備組合 

 (１)事業概要 

 本厚木駅北口周辺の多様な都市機能の集積や交通結節機能の充実を図るた

め、土地や建物の権利者で構成される本厚木駅北口地区市街地再開発準備組合

において、市街地再開発事業の事業化に向けた検討を行います。 
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(２)具体的な取組 

 

 

 

Ａ.歩行者空間の整備 

Ｂ.歩行者空間における滞在空間の充実 

→歩行者の休憩や待合せ場所となる広場を整備します。 

 

Ｃ.歩行者動線の連続性確保 

Ｄ.歩行者と滞留者の適切な分離 

→地上部だけでなく地下や上空を利用した歩行者ネットワークを形成し

ます。 

 

Ｇ.バリアフリーの推進、ユニバーサルデザインの導入 

→路線バスやタクシーの利用が困難な方も本厚木駅との往来が可能にな

るように、障がい者用停車施設の設置を検討します。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 

 

 

Ｂ.路線バスバースの増設 

Ｃ.分かりやすい路線バス乗り場の再編 

→初めて訪れる人でも分かりやすく路線バスを利用できるように駅前広場

のバス停機能を強化します。（詳細は P63～64） 

施策１－２ 交通結節点の利便性向上 

 

 

Ａ.道路空間の再配分 

Ｂ.自動車駐車場附置義務の見直し 

Ｃ.駐車場出入口制限道路の指定 

→将来的なトランジットモール*化を見据えた自動車駐車場附置義務の見

直しと道路空間の再配分を行います。 

* P11 参照 

施策１－３ 交通環境の最適化 
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Ａ.グランドレベルのオープン化推進（歩行者の滞在空間や休憩施設設置

等） 

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

→グランドレベルで歩行者に開かれたまち並みを整備します。 

→再開発ビルを核として、駅前のシンボルである厚木一番街や複合施

設、厚木バスセンターとのつながりを感じられるデザインとします。 

 

Ｅ.地区計画等によるグランドレベルへの商業施設等の誘導 

→地区計画等によりグランドレベルへ集客性のある充実した商業機能を

誘導し、持続的にまちのにぎわいを創出します。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

  

  

Ｂ.歩行者空間を利活用しやすい仕組みづくり 

→まちの魅力や価値を持続的に高めるための歩行者空間の利活用と維持管

理の仕組みづくりに取り組みます。 

施策２－２ 公共空間の利活用促進 
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(仮称)交通結節ゾーン整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

 「複合施設等整備基本計画(R2)」に基づき、厚木シティプラザの敷地を活用

して、路線バスの発着拠点である厚木バスセンターの交通結節点としての機能

を強化します。 
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(２)具体的な取組 

 

 

 

Ａ.歩行者空間の整備 

→歩いて楽しい空間を実感することができる歩行者のための魅力的な広

場を整備します。 

 

Ｃ.歩行者動線の連続性確保 

Ｄ.歩行者と滞留者の適切な分離 

→地上と地下レベルでの本厚木駅北口や複合施設方面と厚木バスセンタ

ーを歩行者目線で緩やかに接続します。 

→歩行者やバス利用者が交錯せずに、まち歩きやバス待ちができる歩行

者空間を整備します。 

 

Ｇ.バリアフリーの推進、ユニバーサルデザインの導入 

→子育て世帯や高齢者にも使いやすい本厚木駅前東口地下道へリニュー

アルします。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 

 

 

Ａ.路線バス発車起点の集約化 

Ｂ.路線バスバースの増設 

Ｃ.分かりやすい路線バス乗り場の再編 

Ｄ.鉄道、路線バス、高速バス間の乗換利便性向上 

→初めての利用者でも分かりやすく路線バスを利用できるように厚木バス

センターのターミナル機能を強化します。（詳細は P63～64） 

施策１－２ 交通結節点の利便性向上 

  

  

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

→複合施設と調和の取れた施設デザインとします。 

→本厚木駅北口や厚木一番街、複合施設方面へのまち歩きを誘発するた

め、各方面への視認性を確保します。 

 

Ｄ.案内誘導サインの整備・更新 

→相模川へのアクセス性を高めるため、案内サインを整備します。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 
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Ｂ.歩行者空間を利活用しやすい仕組みづくり 

→まちの魅力や価値を持続的に高めるための歩行者空間の利活用と維持管

理の仕組みづくりに取り組みます。 

施策２－２ 公共空間の利活用促進 
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〔補足〕本厚木駅北口側におけるバスの在り方 

(１)前提条件 

ア コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実 

本市の立地適正化計画及び地域公共交通計画に相当する「コンパクト・プ

ラス・ネットワーク推進計画(R3)」において、今後の都市経営は、人口減少

や少子高齢化が加速する中でも、将来にわたって誰もが快適に移動でき、地

域で暮らし続け、働き続けることができる都市の構築が必要であることが示

されています。市民の皆様の移動の足となる公共交通ネットワークを維持す

るため、利用者の利便性向上や増加につながる交通結節機能の強化が不可欠

です。 

 

イ 本厚木駅北口側における公共交通の課題〔P26 再掲〕 

乗り場の分散【路線バス】 

乗降場の不足【路線バス】 

待機場所の不足【路線バス】 

乗継利便性の低さ【高速バス】 

利用者と歩行者等との錯そう【路線バス・高速バス】 

 

ウ 土地利用の最適化 

駅前には公共交通に関する施設だけでなくにぎわい創出に寄与する商業施

設や人が滞在・交流できるオープンスペースも必要です。また、交通施設

は、基本的に公費で整備されることから、運用の実態を踏まえて必要最低限

の機能の確保に留めることが必要です。 
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(２)在り方 

ア 配置 

初めて利用する人でも分かりやすく路線バスを利用できるようにするた

め、北口駅前広場では「バス停機能（本厚木駅から最短距離で乗換可

能）」、厚木バスセンターでは「ターミナル機能（本厚木駅北口側を起点と

する路線バスの集約）」を強化します。 

また、市民の皆様の乗換利便性を高めるとともに、公共交通の利用を促進

するため、高速バスのバス停を厚木バスセンターに配置します。高速バスを

利用して本市を訪れた人の乗換利便性も高まります。 

 

イ 機能 

人口減少や働き方改革等により、需要増加の見込みが不確定であるため、

新型コロナウィルス感染症の感染拡大前の令和元年の運行状況をピークと捉

え、次の機能を確保します。ただし、今後の社会状況や都市構造の変化によ

っては、必要に応じて、見直しを行います。 

施設 種類 現在 将来 考え方 

北口

駅前

広場 

乗車 ４バース ４バース 
・発車間隔の適正化（15 台/h･ﾊﾞｰｽ37） 

・BC 発北口駅前経由の路線バスすべての停車 

降車 １バース ４バース ・降車処理の適正化（15 台/h･ﾊﾞｰｽ 37） 

待機 ０バース ０バース ・BC に待機機能確保 

厚木

バス

セン

ター 

乗車 ７バース 10 バース 

・発車間隔の適正化（12 台/h･ﾊﾞｰｽ 37） 

・駅北口側を起点とする路線バスの集約 

・高速バス配置 

降車 １バース １バース 

以上 

・BC 入庫待ちの路線バス待機列を BC 外に発生させない 

・路線バス利用者の複合施設へのアクセス性確保 

・依知方面からの速達性確保 

待機 ０バース ６バース 
・定時運行の促進 

・自走で待機可能 

 

                                                      
37 駅前広場計画指針及び都市計画マニュアルを参考に設定 
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(仮称)厚木中央公園再整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

 現在、厚木中央公園の一部は厚木排水区浸水被害軽減対策事業の建設工事に

伴う作業ヤードに使用されています。同事業の完了後に、厚木中央公園のリニ

ューアルを行います。 
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(２)具体的な取組 

 

  

  

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

→四季を感じられる公園を整備します。 

→公園の外からでも中のにぎわいを感じられ、立ち寄ってみたくなるエン

トランスとします。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

   

Ａ.公共空間の再整備又は利活用インフラの整備 

→本厚木駅のシンボルとなる魅力的なセントラルパークを実現します。 

→現本庁舎敷地や厚木中央公園地下駐車場を考慮した公園づくりをしま

す。 

→来訪者のアクセス動線やアクティビティ動線を考慮した施設配置とし

ます。 

 

Ｂ.歩行者空間を利活用しやすい仕組みづくり 

→まちの魅力や価値を持続的に高めるための歩行者空間の利活用と維持

管理の仕組みづくりに取り組みます。 

施策２－２ 公共空間の利活用促進 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 

  

  

Ｂ.歩行者空間における滞在空間の充実 

→公園内での活動や景観を楽しみながら休憩や飲食ができる場所を整備し

ます。 
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(仮称)市役所本庁舎跡地整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

厚木中央公園の南側に位置する現本庁舎敷地の跡地利用の考え方について

は、「複合施設等整備基本計画(R2)」及び「公共施設個別施設計画(R4)」にお

いて、次のとおり示されています。 

 

 

複合施設等整備基本計画(R2) P100 

現本庁舎敷地は、中心市街地の数少ない一団の市有地であることから、市

庁舎の移転後は、本市のまちづくりの課題解決に寄与する活用方法について

検討する必要があります。 

中心市街地の回遊性の向上、中央公園地下駐車場等の既存インフラの有効

活用、コンパクト・プラス・ネットワークの形成促進38、安心・安全の強化

等のまちづくりを推進するため、市庁舎の移転、現本庁舎の解体後に、消防

施設や文化施設などの公共施設の移転先としての活用を検討します。 

 

公共施設個別施設計画(R4) P233 

現本庁舎敷地の跡地利用は、市庁舎の機能を複合施設へ移転後、消防施設

や文化施設等の公共施設の移転先としての活用を検討します。 

                                                      
38 P9 参照 
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中町第２－２地区周辺アクセス整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

 「あつぎの道づくり計画(R3)」に基づき、中町第２－２地区周辺における路

線バスの円滑な運行、歩行者や自転車の安全な動線確保等に対応するため、市

道 A-358 号線の拡幅等を行います。 

 

 

(２)具体的な取組 

 

 

 

 

Ａ.歩行者空間の整備 

→まち歩きしやすい歩行者ネットワークを形成するため、市道の拡幅や延

伸を行います。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 
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中町北停車場線街路整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

 「あつぎの道づくり計画(R3)」に基づき、中町第２－２地区周辺における路

線バスの円滑な運行、歩行者や自転車の安全な動線確保等に対応するため、都

市計画道路中町北停車場線を整備します。 

 

 

(２)具体的な取組 

 

 

 

 

Ａ.歩行者空間の整備 

→まち歩きしやすい歩行者ネットワークを形成するため、市道の拡幅や延

伸を行います。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 
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無電柱化整備事業 〈個別プログラム〉 

〈主要な担い手〉厚木市 

(１)事業概要 

 「無電柱化推進計画(R4)」に基づき、緊急輸送道路に指定されている市道 A-

358 号線と都市計画道路である中町北停車場線の無電柱化を行います。 

 

 

(２)具体的な取組 

 

 

 

 

 

Ｅ.無電柱化の推進 

→災害時にも歩行者ネットワークが機能するよう無電柱化を行います。 

施策１－１ 歩行者空間の質向上 
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(仮称)歩行者空間利活用推進事業 〈共通プログラム〉 

〈主要な担い手〉商店街、商店会、交通事業者、大学 

(１)事業概要 

 都市の魅力や価値を持続的に高めていく上で、まちづくりの担い手となり得

る市民の皆様の創造力や実行力、即応力は、重要なまちづくりの資源です。市

と連携して、こうした担い手の発掘や育成を進め、市民主体のまちづくりを推

進します。 

 

(２)具体的な取組 

 

 

Ａ.まちづくりの担い手発掘のための社会実験等の実施 

→歩行者中心の豊かな日常の光景をまちなかに広げていくため、歩行

者空間の”新しい使い方”を実践できる担い手を育成します。 

→商店街や商店会が主体となって、厚木なかちょう大通り（県道 602

号）における建物敷地と道路空間の一体的なにぎわい創出を目指し

て、検討を進めます。 

 

施策３－１ まちづくり参加への機運醸成 

厚木なかちょう大通り 
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Ｂ.目指すまちの姿の実現に向けたまちづくり活動を担う組織等の育

成 

→行政の制度等を活用して、まちづくりの担い手それぞれが在りたい

姿へ活動を発展させます。 

 

 

 

市民活動団体と市が共通する地域課題又は社会課題を解決するため、それぞ

れの役割分担を決め、協定を締結し、ともに事業を実施する本市独自の制度で

す。 

・市から活動経費の支援を受けることができます。 

・活動内容に応じた担当課のサポートを受けることができます。 

 

 

 

 「住みよいまちづくり条例」に定める要件を満たしたまちづくり活動を推進

する組織です。 

・市からまちづくりに関する情報提供を受けられます。 

・市から技術的支援を受けられます。 

・都市計画マスタープランへの提案が可能となります。 

・都市計画の提案が可能となります。 

 

 

都市再生特別措置法に定める要件を満たしたまちづくり活動を推進する組織

です。 

・国等から財政支援を受けることができます。 

・都市再生整備計画の提案することができます。 

・道路や都市公園の占用手続に関する業務を請け負うことができます。 

施策３－２ 市民活動の活性化 

〈例１〉市民協働事業提案制度 

〈例２〉まちづくり市民組織 

〈例３〉都市再生推進法人 
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市街地商業活性化事業 〈共通プログラム〉 

〈主要な担い手〉民間事業者、権利者 

(１)具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ.地区計画等によるグランドレベルへの商業施設等の誘導 

Ｆ.空き店舗への出店支援 

→空き店舗に出店する事業者への改装費及び家賃を支援します。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

  

  

Ａ.既存のまちづくり活動を担う個人や団体の横連携促進 

Ｂ.目指すまちの姿の実現に向けたまちづくり活動を担う組織等の育成 

→商業者等で構成する団体が企画するイベント運営費等を支援します。 

施策３－２ 市民活動の活性化 
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景観形成推進事業 〈共通プログラム〉 

〈主要な担い手〉民間事業者、権利者 

(１)具体的な取組 

 

 

 

 

 

Ｂ.デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間の整備 

Ｃ.既存建物の改修や更新に合わせたまち並みの誘導 

→「景観計画」に基づき建築物の景観を誘導します。 

施策２－１ 行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり 

  

 

 Ｃ.まちづくり団体へのアドバイザー派遣 

→地域の発意に応じて、まちなみ誘導を図るガイドライン等の策定を支援

します。 

施策３－２ 市民活動の活性化 

  

 

Ｂ. いつでも誰でも目にできる方法でまちづくり活動等の情報発信 

→魅力的な景観の情報発信による市民の皆様の景観意識を醸成します。 

施策３－１ まちづくり参加への機運醸成 
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第５章 計画の運用 

１ 計画運用の考え方 

本計画に定める目指すまちの姿「２つの結節点から拡がり、豊かな日常の光

景が点在する 歩いて楽しいまち」を実現するためには、官民が一体となり、

本計画に定める施策や重点プログラムを着実に実施する必要があります。本厚

木駅周辺のまちづくりに関わる人達が本計画に基づくまちづくりの進捗を客観

的に把握し、それぞれの取組のさらなる展開や見直しなどが可能となるように

ロードマップ、目標値、評価体制を設け、進捗管理を行います。 

 

２ まちづくりの方針に応じた目標値 

本計画に基づくまちづくりの進捗を客観的に評価するため、まちづくりの方

針ごとに目標値を定めます。当面は、令和８年度を目途に、次の目標値の達成

を目指します。 

令和８年度までに達成を目指す目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※まちづくり団体とは、本計画の区域内において、目指すまちの姿の実現に寄与することを目的に、市民協働事業提案

制度を活用する組織、住みよいまちづくり条例に基づくまちづくり市民組織又は都市再生特別措置法に基づく都市再

生推進法人である。 
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３ 重点プログラムの短期・中期目標 

 今後おおむね 10 年間で取り組む重点プログラムを確実に実行するため、令

和８年度を短期、令和 14 年度を中期として、それぞれの時期の目標を次のと

おり定めます。 

※各プログラムの実施時期は、検討状況によって変更が生じる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期目標
（R8(2026)年度）

中期目標
（R14(2032)年度）

複合施設整備事業 工事 完了
(仮称)本厚木駅北口地区
市街地再開発事業 検討 工事
(仮称)交通結節
ゾーン整備事業 検討 工事
(仮称)厚木中央公園
再整備事業 工事 完了
(仮称)市役所本庁舎
跡地整備事業 検討 完了
中町第２−２地区
周辺アクセス整備事業 工事 完了
中町北停車場線
街路整備事業 工事 完了

無電柱化整備事業 工事 完了
(仮称)歩行者空間
利活用推進事業 推進 推進

市街地商業活性化事業 推進 推進

景観形成推進事業 推進 推進
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４ 評価体制 

市、地域の関係者及び学識経験者等とともに、令和８年度に社会状況の変化

や重点プログラムの進捗、目標値の達成状況等を検証し、新たな目標値を定め

ます。この時、必要に応じて、計画の見直しも行います。 

 

評価体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の役割 

1. 計画の進捗等の検証 

2. 市民への情報発信 等 

市以外の役割 

1. 取組状況等の報告 

2. 計画に対する意見 等 

行政 

交通 

事業者 

商店街 

・商店会 

大学 

住民 

担い手 
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79 巻末資料 

巻末資料 

１ 上位・関連計画における本厚木駅周辺の位置付け 

第 10 次総合計画【令和３～14 年度】 

将来像 自分らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ 

◆基本施策４－２ 魅力ある中心市街地等の形成〔目指す姿〕 

  中心市街地等の再整備により、都市機能や交通利便性が向上し、魅力にあ

ふれた街並みが形成され、誰もが訪れてみたい、歩いて楽しいまちが実現さ

れています。 

都市計画マスタープラン・交通マスタープラン【令和３～22 年度】 

基本的な 

考え方 

①コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実 

②豊かな自然を守り、いかす都市構造の構築 

◆将来のまちの姿（本厚木駅周辺） 【都マ・交マ】 

  居心地が良く、歩きたくなるまちなか 

◆都市交通の方針 基本方針③ 【都マ・交マ】 

  居心地が良く、歩きたくなる中心市街地の交通環境を整備します。 

◆中心市街地における施策の展開 【交マ】 

－ 居心地がよく、ひと中心の空間の整備 

－ 快適かつスムーズに乗り換えが可能な駅前広場空間の整備 

－ まちづくりと連携した駐車場対策の推進 

コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画【令和３～22 年度】 

目標 
誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、働き続けることが

できる“人にやさしい都市”を目指します 

◆本厚木駅周辺（都市中心拠点）に関する考え方 

  本厚木駅周辺は、本市の中心市街地としてにぎわいを創出し、また、県央

の広域拠点として都市機能を維持・誘導するため、市街地再開発事業等によ

り駅周辺を整備するとともに、バスターミナルの再整備を行います。また、

駐車場の集約も図りながら、大小様々な商業の集積を促進し、居心地が良

く、歩きたくなる中心市街地の形成に取り組みます。特に、中町第２－２地

区周辺では、家と職場・学校との間の第３の場所「サードプレイス」をコン

セプトに、利便性の高い地域として魅力とにぎわいあふれるまちなか拠点づ

くりを進めます。また、空き店舗対策や歩行者空間の整備と併せて、歩きた

くなるまちなかを形成するための施策を一体的に推進します。 
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産業マスタープラン【令和３～８年度】 

目指す事 力強い継続と変化への対応 

◆目標Ⅱ－③ にぎわいあふれるまちづくり 

  本市の魅力をアピールする集客イベントを充実させ、広域に情報発信し、

個店及び事業所への経済効果に寄与する販売促進活動による効果的な事業展

開を図ります。また、商店会による販売促進活動の強化により、個店及び事

業所の経営向上への寄与と持続的な事業展開を目指します。 

◆目標Ⅱ－④ 地域に愛される居場所があるまちづくり 

  地域に親しまれ、利用される商店街づくりと、快適な歩行空間や安心・安

全を備えたまちづくり、市内での購買行動の強化を推進するとともに、地域

貢献、社会貢献に寄与する商店会活動の推進や生活者に親しまれる地域づく

りに取り組みます。 

あつぎの道づくり計画【令和３～14 年度】 

◆基本方針Ⅰ-方針３ 公共交通での移動利便性の向上 

－ 駅前広場等の交通結節機能の強化 等 

◆基本方針Ⅱ-方針１ 人にやさしい道路空間の形成 

－ 歩道の整備、バリアフリー整備、駅周辺におけるアクセス道路整備 等 

◆基本方針Ⅱ-方針３ 災害に強い道路空間の形成 

－ 無電柱化整備 等 

◆基本方針Ⅲ-方針３ 地域・地元企業との連携・協働の推進 

－ 道路空間の有効活用に向けた検討 等 

本厚木駅周辺地域都市再生安全確保計画【令和４年改定】 

大規模な地震災害が発生した場合、交通機関の運行停止により本厚木駅周辺

において、多くの人が滞留し、混乱が生じることが予想される。このような混

乱が被害を拡大させるとともに、都市機能の継続、復旧を阻害するおそれもあ

るため、本厚木駅周辺地域の都市機能を分析した上で、被害の最小化を図るた

めに、効果的かつ効率的な帰宅困難者対策を講じる。 

◆都市再生安全確保施設（一時滞在施設） 

  － 厚木シティプラザ、東町スポーツセンター、アミューあつぎ、厚木清

南高等学校、レンブラントホテル厚木 
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２ 策定経過 

(１)官民一体による検討状況 

ア 本厚木駅周辺まちづくり推進会議 
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98 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

イ 本厚木駅周辺の歩いて楽しいまちづくりを考えるワークショップ 
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100 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（案） 

 

 

ウ パブリックコメント 

実施期間：令和４年６月 15 日～７月 15 日 

意見提出件数：〇件（〇人・〇団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
101 巻末資料 

(２)庁内における検討状況 

ア 厚木市歩いて楽しいまちづくりの推進に向けた庁内検討会【課長級】 

【開催状況】令和２年７月 16 日、９月 24 日、令和３年２月 25 日 

 

イ まちづくり総合調整検討会【課長級】 

【開催状況】令和３年４月８日、８月４日、令和４年１月 25 日 

 

ウ まちづくり総合調整プロジェクトチーム【部長級】 

【開催状況】令和３年４月 13 日、５月 25 日、８月 19 日、令和４年２月７日 

 

エ 統括政策調整会議 

【開催状況】令和３年６月 16 日、令和４年５月 19 日 

 

オ 経営会議 

【開催状況】令和３年６月 23 日、令和４年５月 25 日、〇日 


